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吸収合併手続（会社法）の全体像及びスケジューリング　（モデルケース）
＜吸収合併を構成する諸手続＞

存続会社 消滅会社 吸収合併契約の締結

債権者保護手続 事前開示 少数株主保護手続

□　官報による公告 □　株主に対する通知（又は公告）

n-3月 上 旬 □　会社債権者に対する個別催告等 □　反対株主による株式買取請求

□　株券提出公告

中 旬 （３）　合併契約締結の承認 （３）　合併契約締結の承認 株主総会による承認決議

下 旬 効力発生日の到来

n-2月 上 旬

事後開示

中 旬 ＜MEMO＞

下 旬 （９）株主総会の招集決定・通知発送 （９）株主総会の招集決定・通知発送

n-1月 上 旬

（10）株主総会開催 （10）株主総会開催

中 旬 ⇒　吸収合併契約の承認決議等 ⇒　吸収合併契約の承認決議等

下 旬

n月 1日

（11）事後開示

～中 旬 (12）登記申請　～　完了

（５）官報公告（債権者異議申述及び株券提出公告）の掲載申込

（５）'官報公告掲載 （６）債権者への個別催告 （７）株主への通知 （８）事前開示

（５）''・（６）'債権者異議申述期間満了

効力発生日

日　程

（事前準備）

（２）　合併契約書の作成その他準備作業

（４）吸収合併契約の締結

手続事項

（１）　債権者（取引先、金融機関等）への事前説明及び承諾
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